
 

1 総則 

1.1 適用範囲 

 この仕様書は，航空自衛隊で保有する航空機に搭載されているバッテリーの充放電試験

に使用するＡＮＡＬＹＺＥＲ ＣＨＡＲＧＥＲ（以下，“本器材”という。）について規定

する。 

1.2   用語及び定義 

  この仕様書で用いる主な用語及び定義は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｂ９９００１の 1.2による。 

1.3  引用文書等 

a) 引用文書 この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内におい

て，この仕様書の一部をなすものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版

とする。なお，引用文書に定める内容が，この仕様書に定める内容と相違する場合は

（法令等を除く。）この仕様書に定める内容が優先する。 

1)  規格 

   ＮＤＳ Ｃ ０００２    地上用電子機器通則 

     ＭＳ２４４９６      ＢＡＴＴＥＲＹ，ＡＩＲＣＲＡＦＴ ＳＴＯＲＡＧＥ 

    ＭＳ２４４９７      ＢＡＴＴＥＲＹ，ＡＩＲＣＲＡＦＴ ＳＴＯＲＡＧＥ 

    ＭＳ２４４９８      ＢＡＴＴＥＲＹ，ＡＩＲＣＲＡＦＴ ＳＴＯＲＡＧＥ 

2)  仕様書 

     ＤＳＰ Ｚ ９００８   品質管理等共通仕様書 

     Ｃ＆ＬＰＳ－Ｂ９９００１  航空機用機器工具一般共通仕様書 

     Ｃ＆ＬＰＳ－Ｙ００００７  調達品等一般共通仕様書 
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品  名 ＡＮＡＬＹＺＥＲ ＣＨＡＲＧＥＲ 

3)  法令等 

     航空自衛隊の立入制限場所への立入手続等に関する達（昭和５７年航空自衛隊達第

５号） 

b)  関連文書 

   ＩＴ利用装備品等及びＩＴ利用装備品等関連役務の調達におけるサプライチェーン・

リスクへの対応について（通知）（装管調第８０７号 令和３年１月２１日） 

2   製品に関する要求 

2.1   設計条件 

 設計条件は，ＮＤＳ Ｃ ０００２の 2及びＣ＆ＬＰＳ－Ｂ９９００１の 2.2による。 

  なお，設計するに当たり，現地調査が必要な場合は，官側と調整の上，現地調査を実施

することが可能である。 

2.2  外囲条件 

  外囲条件は，ＮＤＳ Ｃ ０００２の 2.2.5の表７の温度条件区分Ｄ及び 2.2.6の表８

の湿度条件区分Ｂによる。 

2.3  構成 

  構成は，表１による。 

表１－構成 

品   名 数量 単位 

制御部 １ ＳＥ 

充電部 １ ＳＥ 

ダミーロード部 １ ＳＥ 

入出力部 １ ＳＥ 

電源部 １ ＳＥ 

きょう体 １ ＥＡ 

 

2.4   材料・部品 

  材料及び部品は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｂ９９００１の 2.3によるものとし，細部は，承認図面

による。 

2.5  加工方法 

  加工方法は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｂ９９００１の 2.4による。 

2.6  構造・形状・寸法・質量 

  構造, 形状, 寸法及び質量は，次によるほか，図１及び図２を基準とし，細部は，承認

図面による。 

2.6.1  構造・形状 

2.6.1.1   制御部 

  制御部は，充電，放電及びアナライザ機能を制御する電子機器を内蔵するものとする。 

2.6.1.2   充電部 

  充電部は，充電用電源装置を内蔵するものとする。 

2.6.1.3   ダミーロード部 

  ダミーロード部は，電子負荷装置を内蔵するものとする。 

2 



品  名 ＡＮＡＬＹＺＥＲ ＣＨＡＲＧＥＲ 

2.6.1.4   入出力部 

  入出力部は，鉄板の平板を使用するものとし，スライドレールを有し，引き出し可能な

構造で充電及び放電時の電源投入ブレーカー，充放電ケーブル接続用コネクタ１ＥＡ，バ

ッテリーセル接続ケーブルコネクタ１ＥＡから構成されるものとする。また，各コネクタ

には，ダストキャップを設けるものとする。 

2.6.1.5   電源部 

  電源部は，鉄板の平板を使用するものとし，スライドレールを有し，引き出し可能な構

造で器材内に電源を配分する電子器機を内蔵するものとする。また，前面には，制御用の

電源投入ブレーカー，バッテリー充放電用の電源投入ブレーカー各１ＥＡ及びそれらの電

源ランプ各１ＥＡから構成されるものとする。 

2.6.1.6   きょう体 

  きょう体は，制御部，充電部，ダミーロード部，入出力部及び電源部を収納可能な構造

とし，前部の自在車輪と後部の固定車輪で支持され移動できレベルアジャスタで固定可能

であるものとする。また，上部に装置吊り上げ用のアイボルトを４箇所に有する構造とす

る。 

  なお，前面のパネル面には，バッテリーの電圧及び電流モニタ表示，データ表示，アナ

ライザ機能判定用表示，データ入力及び操作機能を有したタッチパネルディスプレイ及び

データ印字用のプリンタを有するものとする。 

2.6.2   寸法・質量 

  寸法及び質量は，表２による。 

表２－寸法・質量 

単位 mm 

最大寸法 a) 最大質量 

（kg） 全 長 全 幅 全 高 

650 600 1 000 200 

注 a)  寸法に突起物は，含まない。 

2.7   機能・性能 

 本器材は，情報の漏えい若しくは破壊又は機能の不正な停止，暴走その他の障害等のリ

スク（未発見の意図せざる脆弱性を除く。以下，“障害等リスク”という。）が潜在する

と契約の相手方が知り，又は知り得べきソースコード，プログラム，電子部品，機器等

（以下，“ソースコード等”という。）の埋込み又は組込みその他官側の意図せざる変更

が行われていないものでなければならない。 

2.7.1   機能 

  機能は，次による。 

2.7.1.1   充電モード 

  充電モードは，次による。 

a)  コンピュータ制御により，バッテリーの充電試験が行えるものとし，充電は，充電電

流最大値の範囲内で行える。 

b) 充電中の充電電圧と充電電流が計測及び表示可能である。（１チャンネル固定） 
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c)  充電電圧は，20 V～40 Vの範囲内で任意に設定可能なマニュアル機能を有する。 

d) 充電中のセル電圧をディスプレイに表示可能である。 

e)  内蔵プリンタにより，測定データを自動的に印刷可能である。 

2.7.1.2   放電モード 

  放電モードは，次による。 

a)  コンピュータ制御により，１ＥＡのバッテリーの放電試験が可能で，放電電流は，適

用バッテリー定格の１／２にて行い放電中のバッテリー電圧と放電電流を計測及び表

示可能である。 

b)  放電中のセル電圧をディスプレイに表示可能である。 

c) 内蔵プリンタにより，測定データを自動的に印刷可能である。 

2.7.1.3   アナライザモード 

 アナライザモードは，次による。 

a)  コンピュータ制御により（アナライザ時間モード及びアナライザ電圧モード）１ＥＡ

のバッテリーの充電及び放電の解析が自動的に行える。 

b) 試験中のバッテリー電圧と充放電電流を計測及び表示可能である。 

c)  充電電圧は，20 V～40 Vの範囲内で任意に設定可能なマニュアル機能を有する。 

d) 充放電中のセル電圧をディスプレイに表示可能である。 

e) 内蔵プリンタにより，測定データを自動的に印刷可能である。 

2.7.1.4   ディスプレイ表示 

  ディスプレイ表示は，次による。 

a)  表示画面の表示内容は，動作モード，初期設定内容，動作状態のモニタ，バッテリー

電圧のデータモニタ及びバッテリーセル電圧のモニタが１画面内に表示される。 

b)  動作モード表示の内容は，使用時の動作モードのうち，放電，充電，アナライザ時間

モード及びアナライザ電圧モードのいずれかを表示可能である。 

c) 初期設定表示は，テストＮｏ，接続バッテリーの種類，印刷のＯＮ／ＯＦＦ，測定時

間，セル電圧判定値の入力及び試験の実行・中止の選択が可能である。 

d) 動作モニタ表示は，使用時の動作が初期設定中，測定中及び測定終了のいずれかであ

ることを表示可能である。 

e) データモニタ表示は，測定中のバッテリー出力端子の充電及び放電電圧を表示可能で

ある。 

f)  バッテリーセルモニタ表示は，測定中のバッテリー内の各セル電圧を全て表示可能で

ある。 

g)  アナライザ時間モード及びアナライザ電圧モードでの機能判定を表示可能である。 

2.7.2   性能 

  性能は，次による。 

a) 入力電源電圧及び周波数 AC 200 V ±10 ％ 50/60 Hz 単相 

b) 入力電流        AC 20 A max（AC 200 V） 

c) 出力電圧        DC 20 V～40 V 

d) 出力電流定電流設定値による任意設定が可能である。（DC 40 A max） 
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e) 定電流定電圧自動制御により，電流及び電圧値が設定可能である。 

f) 定電流設定値は，11 A，17 A，22 A，34 A及び 40 Aの固定設定が可能である。 

g) 定電圧設定値は，20 V～40 V以内で任意に設定が可能である。 

h)  放電電流設定値適合バッテリーに対し，5.5 A，8.5 A，11 A，17 A及び 20 Aの自動

設定が可能である。 

i)  ＡＣ入力は，サーマルリレー，ＤＣ出力は，サーキットブレーカー及び自動電流制限

回路，放電入力は，サーキットブレーカーにより過負荷から保護可能である。 

j)  主要適合バッテリーは，11 Ah（ＭＳ２４４９６），17 Ah（２４３ＢＴ－１），22 A

h（ＭＳ２４４９７），34 Ah（ＭＳ２４４９８）及び 40 Ah（１１５９ＳＣＡＶ３６

９－１）のＮｉ－Ｃｄタイプが適合するものとする。  

k)  動作モードは，充電モード，放電モード及びアナライザモードとし，充電口は，１口

とする。 

2.8  表面処理 

  表面処理は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｂ９９００１の 2.6 による。 

2.9   製品の表示 

  製品の表示は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｂ９９００１の 2.7 による。 

 なお，銘板の種類は１種銘板とする。 

2.10 品質管理 

a)  品質管理は，ＤＳＰ Ｚ ９００８によるものとし，要求事項はＤＳＰ Ｚ ９００

８の表１のｃによる。 

b)  本器材は，障害等リスクが潜在すると契約の相手方が知り，又は知り得べきソースコ

ード等の埋込み又は組込みその他官側の意図せざる変更が行われない相応の管理その

他の契約の相手方（下請負者，再委託先等を含む。）による適正な品質管理の下で製

作されたものであって，その品質を保証されたものでなければならない。 

3  品質保証 

3.1  製品試験 

  製品試験は，2.7 の機能及び性能が満足していることを確認するものとする。 

3.2  監督・検査 

   契約担当官等の定める監督及び検査実施要領に基づき実施する。 

4  出荷条件 

出荷条件は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｂ９９００１の 3による。 

5  その他の指示 

5.1  提出書類 

  提出書類は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｙ００００７の 4.1 による。 
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5.2   附属品 

  附属品は，表３による。 

表３－附属品 

番号 品  名 規格又は仕様 適用機種 

１ 
試験用充放電 

ケーブルＡ
 

バッテリー充放電用 

（ＭＳ２４４９６～２４４９８，

１１５９ＳＣＡＶ３６９用） 

Ｔ－４及びＵ－４ 

２ 
試験用バッテリー 

セル接続ケーブル 

セル電圧検出（解析）用 

（ＭＳ２４４９６～２４４９８，

１１５９ＳＣＡＶ３６９，５０３

９４９－１，２４３ＢＴ－１用） 

Ｔ－４，Ｆ－２及び

Ｕ－４ 

３ 
試験用充放電 

ケーブルＢ 

バッテリー充放電用 

（２４３ＢＴ－１用） 
Ｆ－２

 

４ 
附属アダプタ 

ＭＳ２４４９６用
 

試験用バッテリーセル接続ケーブ

ルで接続し，ＭＳ２４４９６のバ

ッテリーに使用する。 

Ｔ－４ 

５ 

附属アダプタ 

１１５９ＳＣＡＶ

３６９用 

試験用バッテリーセル接続ケーブ

ルで接続し，１１５９ＳＣＡＶ３

６９のバッテリーに使用する。 

Ｕ－４ 

６ 
附属アダプタ

 

２４３ＢＴ－１用
 

試験用バッテリーセル接続ケーブ

ルで接続し，２４３ＢＴ－１のバ

ッテリーに使用する。 

Ｆ－２ 

 

5.3   承認用図面 

  契約の相手方は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｙ００００７の 4.3 に基づき，次の承認用図面を作成

の上提出し，承認を受けなければならない。 

a)  外形図 

b)  系統図 

c)  銘板図 

5.4   装備品等不具合報告（ＵＲ）対策 

  装備品等不具合報告（ＵＲ）対策は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｙ００００７の 4.4 による。 

5.5   技術変更提案（ＥＣＰ） 

  技術変更提案（ＥＣＰ）は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｙ００００７の 4.7 による。 

5.6   官側における支援 

  契約の相手方は，現地調査を実施するに当たり，官側の支援が必要な場合は，次の事項

について事前に官側と調整の上，無償で支援を受けることが可能である。 

a) 現地部隊が保有する器材等の使用 

b) 現地部隊における搬入器材の保管及び作業のための施設提供 

c) 現地における電気及び水の使用 
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5.7   立入制限場所への立入 

  契約の相手方は，部隊等の長が定める立入制限場所へ立ち入る必要がある場合は，航空

自衛隊の立入制限場所への立入手続等に関する達の定めるところにより，立入りを許可さ

れた者でなければならない。 
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